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健康面への不安を抱える労働者が増加 
～公益財団法人介護労働安定センター 

公益財団法人介護労働安定センターは 8 月 22 日、2021 年度に実施した「事業

所における介護労働実態調査(事業所調査)」と「介護労働者の就業実態と就業意

識調査(労働者調査)」の結果の概要を取りまとめた。調査期間は 2021 年 10 月で、

全国の介護保険サービス事業所のうち 1 万 8,000 カ所が対象。労働者調査には対

象事業所に勤務する労働者が回答した。 

事業所調査によると、介護事業所全体における人材の過不足状況については、

大いに不足・不足・やや不足を合計した「不足感」は 63.0%となった。職種別の

不足感では、訪問介護員が 80.6%、介護職員が 64.4%であり、過去 5 年間で比べ

ても大きな変化はなかった。離職率の経年推移(訪問介護員と介護職員の 2 職種

合計)を見ると、2007年度の21.6%をピークに低下傾向にあり、2021年度は14.3%

と過去最低を記録した。外国籍労働者は 6.2%の事業所が受け入れており、新た

に外国籍労働者を活用する予定があると回答した事業所は 11.7%だった。 

職員の処遇に関する質問においては、介護職員処遇改善加算を算定している事

業所は 87.3%だった。また、算定していると回答した事業所の対応としては、

「諸手当の導入・引き上げ」が 61.4%、「一時金の支給」が 55.4%、「基本給の

引き上げ」が 35.7%となった。 

労働者調査によると、「今の勤務先で働き続けたい」と回答した割合は、無

機・有期職員合計では 5 年連続して前年を上回っており、2021 年度は 61.2%。労

働条件・仕事の悩み(複数回答)では「人手が足りない」が 52.3%と最多で、次に

「仕事内容のわりに賃金が低い」が 38.3%となった。また、「健康面(新型コロ

ナウイルス等の感染症、怪我)の不安がある」が 28.1%で、前回(2020 年度)が

20.5%だったことと比較すると、新型コロナの影響が大きいと考えられる。前職

を辞めた理由(複数回答)としては、「収入が少なかったため」(14.9%)よりも、

「職場の人間関係に問題があったため」(18.8%)が高く最多となっている。  

  



               2022年 9月 9日（金）No.0657    

2／6 

 

要介護(要支援)認定者数 過去最多を更新 
～厚生労働省 

厚生労働省は 8 月 31 日、2020 年度の介護保険事業状況報告(年報)を公表した。

同報告は、介護保険事業の実施状況について、保険者(市町村等)からの報告数値

を全国集計したもの。 

報告によると、2020年度末の第 1号被保険者数は 3,579万人(前年度比 24万人

増)。このうち、前期高齢者(65歳以上 75歳未満)は 1,746万人(同 20万 7,000人

増)、後期高齢者(75 歳以上)は 1,833 万人(同 3 万 4,000 人増)となっている。要

介護(要支援)認定者数は、682万人(同 13万人増)で、過去最多となった。第 1号

被保険者に占める割合は 18.7%(同 0.3 ポイント増)。状態区分別では、要支援 1

が 96万人(同 3万人増)、要支援 2が 95万人(同 1万人増)、要介護 1が 140万人

(同 5万人増)、要介護 2が 117万人(同 1 万人増)、要介護 3が 91万人(同 3万人

増)、要介護 4が 85万人(同 3万人増)、要介護 5が 59万人(同 1万人減)。 

2020 年度のサービス受給者数(1 カ月平均)は、575 万人(前年度比 8 万人増)。

サービス種別に見ると、居宅サービスが 393 万人(同 9 万人増)、地域密着型サー

ビスが 87 万人(同 1 万人減)、施設サービスが 96 万人(同 1 万人増)となってい

る。利用者負担を除いた保険給付費は、累計で 10 兆 2,311 億円(同 2,690 億円

増)となり、過去最高額を更新。初めて 10兆円を突破した。 

 

老健局の概算要求額 前年度予算額より 1,004 億円増加 
～厚生労働省 

厚生労働省は 8 月 31 日、令和 5 年度予算概算要求の概要を公開した。一般会

計の要求額は 33 兆 2,644 億円で、前年度の予算額より 6,340 億円増加。要求額

のうち年金・医療等に係る経費は 31 兆 2,694 億円で前年度予算額より 5,376 億

円増加している。 

老健局の概算要求額は 3兆 6,388億円で、前年度の予算額より 1,004億円増加

した。第 2 号保険料国庫負担金など他局計上分を除いた老健局計上分は 3 兆

3,733 億円となり、前年度予算額より 1,011 億円の増加となった。主要事項とし

ては、「介護保険制度による介護サービスの確保等」に前年度予算より 987 億円

増加した 3兆 3,316億円を計上。内訳は、介護給付費負担金 2兆 3,472億円、調

整交付金 6,371億円などとなっている。 

「介護人材の確保と介護分野における生産性向上」には、前年度予算より 9 億円

多い 311 億円を計上した。このなかで、2022 年度介護報酬改定による処遇改善

に、前年度に引き続き 153 億円を盛り込んだ。そのほか、「新型コロナウイルス

感染防止に配慮した介護サービス提供体制の確保等」に 549 億円、「地域包括ケ

アシステムの推進」に 2,361 億円、「介護施設等の整備と防災・減災対策の推進」

に 424億円などを計上している。  
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こども家庭庁の概算要求額 4兆 7,509億円に 
～内閣官房 

内閣官房は 8 月 30 日、2023 年 4 月に創設するこども家庭庁の初年度予算概算

要求の概要を公表した。要求額は、重要政策推進枠の 641 億 7,000万円も含んだ

合計 4 兆 7,509 億 9,000 万円。創設に伴い新たに推進する施策については、金額

を示さない事項要求としている。 

新規事業としては、低所得の妊婦に対する初回産科受診料の支援、NPO 等と連

携した子どもの居場所づくり支援モデル事業の実施などが盛り込まれている。 

 

85.5%の自治体で待機児童なし 
～厚生労働省 

厚生労働省は 8 月 30 日、2022 年 4 月 1 日時点での待機児童の状況等の集計結

果を取りまとめ、公表した。待機児童数は 2,944 人で、前年に比べ 2,690 人減少。

過去最少となった。自治体別の内訳では、待機児童数が「0 人」だった自治体は

1,489自治体で全体の 85.5%を占め、前年から 60自治体増加した。また、「50人

以上」の自治体は前年の 20自治体から 10自治体まで減少した。 

減少した要因について自治体に尋ねたところ、「受け皿の拡大(新規開設、増

改築、利用定員・受入児童数の拡大等)」「申込者数が想定ほど増えなかった、

または想定以上に減少した(申込者数が見込みを下回った)」を挙げる自治体が多

かった。 

 

費用の見える化・デジタル活用の方策を議論 
～政府 

政府は 8 月 30 日、第 5 回公的価格評価検討委員会を開催し、「費用の見える

化」および「デジタル等の活用」の方向性などについて議論した。 

「費用の見える化」では、介護事業経営実態調査等のデータを活用し、収入・支

出および資産の内訳を整理・分析するとともに、見える化を継続的に行うための

方策を検討することとしている。具体的には、人件費以外の費用や積立金の分析、

人件費の職種間の配分状況などを通して見える化を行うことなどを示している。 

「デジタル等の活用」については、医療や介護等の現場の負担軽減と生産性向上、

デジタル技術の活用によるサービスの質向上に留意する必要があり、ICT 機器の

ノウハウや専門性を有する人材不足といった課題が指摘されていることを踏まえ、

▽先駆的取り組みや効果的な導入をしているモデル事例の紹介、▽市町村への届

出などの行政手続きの標準化や原則デジタル化の推進、▽2021 年度介護報酬改

定の施行後の状況を踏まえた介護現場の生産性向上の方策の検討――などを一層

進めていく方針だ。 
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「一部の施設で接種の遅れ」 速やかな接種を依頼 
～厚生労働省 

厚生労働省は 8 月 30 日、高齢者施設等の入所者に対する新型コロナワクチン

の 4回目接種の着実な実施を求める事務連絡を自治体関係者に発出した。 

事務連絡では、高齢者施設等における集団感染が依然として続き、予断を許さ

ない状況が継続していると指摘。管内の高齢者施設等と密接に連携し、接種の進

捗状況の把握、早期接種に必要な調整等の支援、施設の取り組みの進捗管理等に

より、4回目接種が速やかに実施されるよう依頼している。 

厚労省が実施した高齢者施設等(施設・居住系)における 4 回目接種の実態調査

(8月 23日時点、速報値)によると、全国 5 万 1,612施設のうち、今年 2月中に 3

回目接種が終了した施設数が 3万 2,010施設と最も多い。このうち 1万 4,611施

設(45.6%)が 4 回目接種を「7 月末までの接種終了」、2 万 9,873 施設(93.3%)が

「8 月末までの接種終了予定」と回答。3 万 1,791 施設(99.3%)が「9 月末までの

接種終了予定」としている。こうした結果を受け、厚労省は「一部の施設におい

ては、前回調査時点の接種予定時期よりも、接種が遅れている状況が推察」され

るとし、接種促進に向けたさらなる取り組みを求めている。 

 

外国人人材の早期人員算定の議論は先送り 
～厚生労働省 

厚生労働省は 8 月 26 日に第 212 回社会保障審議会介護給付費分科会をオンラ

インで開催した。議題は、1.令和 3 年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に

係る調査(令和 4 年度調査)の調査票等について、2.令和 4 年度介護従事者処遇状

況等調査の実施について、3.外国人介護人材に係る人員配置基準上の取り扱いに

ついて、4.その他――の 4つ。 

議題 1、2については内容は概ね了承された。3については、現在 EPAや技能実

習制度によって就労している外国人介護人材は、介護技能や業務に必要な日本語

能力がある程度向上するために半年間の期間が設けられており、入職後半年経た

ないと人員配置基準に算定することができないが、それを就労開始直後から算定

できるような方向に見直しができないか、というもの。厚労省は「介護サービス

の満足度については、就業開始後 6 カ月未満と 6 カ月以上とで比較してみても、

EPA も技能実習生も大きな差はない。むしろ、就業開始直後から日本人と同等の

扱いをすることで、外国人介護人材の自覚の向上につながるのではないか」とし

て、見直しの方向性を提示。委員からは「平等性を担保するうえでも必要」とし

て賛成の意見も挙がる一方で、「EPA や技能実習制度は人材不足への対応ではな

く、技能移転であるという制度の目的を考えると、早期に人員として算定するこ

とは問題があるのでは」など疑問点を指摘する声が挙がるとともに、見直しの妥

当性について議論をさらに深める必要があるとして、結論は先送りとなった。  
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サービスの基盤整備や医介連携推進について議論 
～厚生労働省 

厚生労働省は 8 月 25日、「第 96 回社会保障審議会介護保険部会」を開催し、

「地域包括ケアシステムの更なる深化・推進」をテーマに、高齢者人口や介護サ

ービスのニーズを中長期的に見据えながら、地域における介護サービス等の基盤

整備を計画的に進めていくための対応について議論した。 

具体的な論点は、▽在宅サービスの基盤整備、▽在宅医療・介護連携、▽施設

サービスの基盤整備、▽施設入所者に対する医療提供、▽ケアマネジメントの質

の向上、▽科学的介護の推進、▽地域における高齢者リハビリテーションの推進、

▽住まいと生活の一体的支援。委員からは、在宅介護の限界点を高めるために

「在宅医療・介護の連携」をより進めるべきとの声や、「独居かつ認知症の高齢

者への対応が重要になる」との意見が複数挙がった。 

 

事故報告の電子化などさらなる負担軽減を要望 
～厚生労働省 

厚生労働省は 8月 24 日、「第 11回社会保障審議会介護保険部会介護分野の文

書に係る負担軽減に関する専門委員会」を開催し、介護関係等 14 団体に対する

ヒアリングを実施した。文書負担軽減に向けた対策が講じられていることについ

て、意見陳述者の多くが謝意を示したが、「文書は着実に減らされているが、

LIFE(科学的介護情報システム)や、本年 2 月に実施され 10 月から加算に移行す

る介護職員処遇改善加算支援補助金などにより、減っている以上に負担が増えて

いるというのが現場の実感」、「事故報告は基準や方法が自治体ごとに違うこと

があり、事務負担が軽減されていない」など、さらなる取り組みを求める意見も

少なからずあった。同専門委員会の委員が加わった質疑では、処遇改善加算(報

告内容の簡素化、介護報酬との一体化)、電子化に係る負担(中小零細の事業者に

対する支援)、実地指導(簡素化)などが論じられた。 

 

すべての都道府県で最低賃金が決定 
～厚生労働省 

厚生労働省は 8 月 23 日、2022 年度の地域別最低賃金の改定額を公表した。8

月 2 日に中央最低賃金審議会が示した改定の目安などを参考に、各地方の最低賃

金審議会で審議し決定した。10月上旬に順次発効する予定。 

今年度の改定額の全国加重平均は 961 円で、昨年度の 930 円から 31 円の大幅

な上昇。1978 年度の目安制度開始以降、最大の引き上げ額となる。47 都道府県

で 30円～33円引き上げられ、岩手、鳥取、島根、高知、沖縄の 5県で 33円の引

き上げ。引き上げ後の最高額(東京都の 1,072 円)に対する最低額(青森県など、

853円)の比率は 79.6%。昨年度の 78.8%を上回り、8年連続で改善している。 
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